
※注意

　・印鑑登録証を必ず提示してください。（登録印鑑を持参する必要は，ありません。）

　・代理人による申請でも委任状等は不要です。

　・申請者もしくは窓口に来られた方は，本人を確認するための書類の提示が必要です。


